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⚫ 大阪支部の40歳以上の健診受診率をみると、上昇傾向にあるものの全国平均を大きく下回っており、令和6年度

は5大支部では一番低い57.5％となっています。

⚫ 大阪支部の特定保健指導実施率は、全国平均を下回っており、令和6年度は5大支部では一番低い13.4％となっ

ています。
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⚫ 男性の各種リスク該当者割合をみると、腹囲リスクが全国平均と比べリスクが高い（悪い）状態です。

⚫ 女性の各種リスク該当者割合をみると、すべての指標において、全国平均と比べリスクが低い（良い）状態です。

各種リスク該当者割合【全国比、男性】 各種リスク該当者割合【全国比、女性】

出典：支部別スコアリングレポート≪大阪支部≫令和6年度

順位は１位が最もリスクが低い（良い）状態です

【各種リスク該当者の判定基準】
○メタボリックリスク：腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち2つ以上のリスクに該当する者
○メタボリック予備群：腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち1つのリスクに該当する者
○腹囲リスク：男性85cm以上、女性90cm以上（内臓脂肪面積100㎠以上を優先）
○血圧リスク：収縮期130mmHg以上 又は 拡張期85mmHg以上 又は 服薬
○代謝（血糖）リスク：空腹時血糖110mg/dl以上 又は 空腹時血糖未測定かつHbA1c6.0％以上 又は 服薬
○脂質リスク：中性脂肪150mg/dl以上 又は 随時中性脂肪175mg/dl以上 又は HDLコレステロール40mg/dl未満 又は 服薬

大阪支部の各種リスク該当者割合レーダーチャート
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【生活習慣要改善者の判定基準】
○喫煙習慣がある者 ：「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「はい」と回答した者の割合
○体重 10kg 以上増加者：「20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している」に「はい」と回答した者の割合
○運動習慣要改善者 ：「1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上 1 年以上実施している」 「日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施」 「ほぼ同じ
（3 問中 2 問以上） 年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の 3 問中 2 問以上に「いいえ」と回答した者の割合
○食事習慣要改善者 ：「人と比較して食べる速度が速い」「就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある」 「朝昼夜の 3 食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」 
（4 問中 2 問以上） 「朝食を抜くことが週に 3 回以上ある」の 4 問中 2 問以上に「はい（速い・毎日）」と回答した者の割合
○飲酒習慣要改善者 ： 「お酒を飲む頻度」「飲酒日の1日当たりの飲酒量」に、男性は「週5日以上＋2合以上」 又は 「週3日以上＋3合以上」 又は 「月1日以上＋5合以上」と回答
 （毎日2合以上又は時々3合以上） した者の割合※ ※2023年度以前（第3期）は同じ基準で集計できないため空欄
○睡眠で休養が取れていない者：「睡眠で休養が十分とれている」に「いいえ」と回答した者の割合
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⚫ 男性の生活習慣病リスク保有者割合をみると、睡眠、体重増加、飲酒及び食事習慣において、全国平均と比べ

リスクが高い（悪い）状態です。

⚫ 女性の生活習慣病リスク保有者割合をみると、喫煙、睡眠、飲酒及び食事習慣において全国平均と比べリスク

が高い（悪い）状態です。

生活習慣病リスク保有者割合【全国比、男性】

出典：支部別スコアリングレポート≪大阪支部≫令和6年度

順位は１位が最もリスクが低い（良い）状態です

生活習慣病リスク保有者割合【全国比、女性】

大阪支部の生活習慣病リスク保有者割合レーダーチャート
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問題点 適正化へ向けたこれまでの取り組み（例）

健診の実施率が全国平均を大きく下回る。
（健診の必要性の理解が低い） ・健診機会の拡大（集団健診の実施・新規健診機関の契約）

・行政機関や関係団体と連携した事業者健診データの取得
・自治体と連携し、特定健診とがん検診を同時実施

特定保健指導の実施率が全国平均を大きく下
回る。

・大阪支部直営の保健指導者による訪問または遠隔による特定保健
指導を実施
・大規模事業所健診会場における直営特定保健指導の実施
・外部委託機関を活用した特定保健指導の利用案内の拡大
・健診施設内・検診車会場での外部委託機関による遠隔保健指導の
実施
・「腹囲2㎝かつ体重2kg減」を意識した特定保健指導実施とスキル向
上のための研修や勉強会の実施

睡眠・飲酒・食事・喫煙（女性のみ）における生活
習慣要改善者の割合が全国平均より高い。

・外部委託による身体活動・運動、食事・栄養、メンタルヘルス等の健
康講座の実施
・禁煙ポスターを作成し、事業所（業態別）カルテに同封して配布
・宣言事業所専用WEBサイトにて毎月健康情報等を発信

令和6年度のデータを中心とした分析や戦略的保険者機能強化を踏まえた、大阪支部の重点的に取り組む課題
は以下の通りです。大阪支部では、今後も加入者の健康増進を図り、医療費適正化に向けた取り組みを推進
していきます。

大阪支部の課題
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協会けんぽの健診・保健指導

➤ 生活習慣病予防健診

➤ 特定健診

➤ 特定保健指導
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生活習慣病予防健診 ［被保険者（ご本人）が対象］

〇生活習慣病予防健診とは、生活習慣病の発症や重症化の予防を目的に血液検査や尿検査、がん検診等、被保険者

（加入者ご本人）が受けることができる健診です。年度内にお一人様につき１回、健診費用の一部を補助します。

 ※受診時に被保険者であることが必要です。 ※当年度で75 歳を迎える方は、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。

＜受診方法＞

・協会けんぽと契約している全国の健診機関（約3,500機関）で受診することができます。

・受診できる全国の健診機関の情報は、協会けんぽのホームページでご確認いただけます。

 生活習慣病予防健診

9



2

生活習慣病予防健診の流れ

 生活習慣病予防健診

事業主・健康保険

委員の皆さまへの

お願い
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特定健診 ［40歳以上の被扶養者（ご家族）が対象］

〇特定健診とは、日本人の死亡原因の約6 割を占める糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の予防を目的に、

被扶養者（ご家族）が受けることができる健診です。年度内にお一人様につき１回、健診費用を補助します。

※受診時に被扶養者であることが必要です。

※当年度で75 歳を迎える方は、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。

＜受診方法＞

・全国の健診機関（約50,000機関）で受診することができます。

・自宅や職場の近くで受診することができます。

・ショッピングセンターや公民館で集団健診を実施している場合もあります。

・受診できる全国の健診機関の情報は、協会けんぽのホームページでご確認いただけます。

特定健診
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2 特定健診
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事業主・健康保険委員の皆さまへの

お願い

〇従業員の皆さまが元気に働くことができ

るのも、ご家族の皆さまの支えがあってこ

そです。従業員の皆さまが安心して働き

続けるために、従業員のご家族の皆さま

にも健診を受診いただけるよう積極的な

働きかけをお願いします。

特定健診の流れ
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〇健診を受けた結果、「メタボリックシンドローム」のリスクのある40歳から74歳までの方を対象に行われる健康サポートです。

特定保健指導では、自らの健診結果を理解して体の変化に気づき、生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための

行動目標を設定・実践するなど、自らの健康に関するセルフケア（自己管理）ができるように、保健師または管理栄養士

等が寄り添ってサポートいたします。

〇特定保健指導には、メタボリックシンドロームのリスクが比較的低い方が対象となる「動機付け支援」と高い方が対象となる

「積極的支援」の2 種類があります。

特定保健指導

特定保健指導
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特定保健指導を受ける方法

特定保健指導

14
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特定保健指導の流れ

＜事業主・健康保険委員の皆さまへのお願い＞

〇従業員の皆さまが元気に働くためには、何より健康でなくてはなりません。職場の明るい雰囲気や快適な職場づくり、

さらには事業所の生産性の向上に欠かせない要素の1つです。しかし、健診の結果、特定保健指導に該当された方が、

生活習慣を改善しないまま放置していると、命に関わる重大な病気になる恐れがあります。

〇そのため、協会けんぽから特定保健指導の案内が事業所に届きましたら、事業主・健康保険委員の皆さまから該当

された方に、特定保健指導を受けていただくよう声掛けをお願いします。

特定保健指導
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協会けんぽの健診体系の
変更について
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〇 協会けんぽではこれまで、35歳以上の被保険者を対象とした生活習慣病予防健診、40歳以上の被扶養者を対象
とした特定健診、特定保健指導を中心とした保健事業に注力してきましたが、医療費の適正化及び加入者の健康の
保持増進をより一層推進するうえでは、更なる健診・保健指導の実施率向上と重症化予防対策の充実を図るとともに、
就労等により生活習慣が変化する20代から健康意識の醸成を図り、加入者の自主的な健康増進及び疾病予防の取
組を推進することが必要です。

〇 また、国で整備が進められている医療DXのインフラも活用しつつ、より多くの加入者の健診結果等を若年から経
年的に保有し、これらのビックデータを活用することで、保健事業の一層の推進を図る必要があります。

〇 これらのことを踏まえ、現役世代への取組をより一層推進する観点から、被保険者及び被扶養者を対象に実施す
る健診体系の見直し及び重症化予防対策の充実を行います。

◼ 一定の項目を網羅した人間ドックに対する補助を実施

若年層を対象とした健診の実施

◼ 20歳、25歳、30歳に実施

◼ 「骨粗鬆症検診」を実施
◼ 検査項目や健診単価の検証・見直しの実施

被扶養者に対する健診の拡充

◼ 「胸部X線検査」において要精密検査・要治療と判断さ
れながら、医療機関への受診が確認できない者に対し
て受診勧奨を実施

被扶養者

重症化予防

人間ドックに対する補助の実施

◼ 被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病
予防健診と同等の内容に拡充

具体的な見直し

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等
生活習慣病予防健診の項目等の見直し

被保険者

●課題と見直し

協会けんぽの健診体系の変更について
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がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

人間ドックに対する補助の実施

若年層を対象とした健診の実施

➢ 就業等により生活習慣が大きく変化する若年層に対して、早期に生活習慣病対策を行うことや健康意識の向上等を目的に生活習慣
病予防健診に新たに20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とします。

➢ 検査項目については、国の指針等を踏まえ、生活習慣病予防健診の項目から、胃・大腸がん検診の検査項目を除いたものとします。

生活習慣病予防健診の項目等の見直し

➢ 健康日本21（第三次）の内容等も踏まえ、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施。

➢ 生活習慣病予防健診の検査項目や健診単価については、協会発足以来、見直しを行っていないことから、国の指針やマニュアル、人件
費の高騰や診療報酬改定等を踏まえ、健診の内容及び費用について見直しを実施。

被扶養者に対する健診の拡充

➢ 被扶養者に対する健診について、被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充。
なお、現行の特定健診の枠組みは維持。

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

➢ 年齢や性別による健康課題に対する健診の選択肢の拡大と、より一層の健康意識の醸成及び実施率の向上を図るため、35歳
以上の被保険者を対象に一定の項目を網羅した人間ドックに対する定額補助（25,000円）を実施。

➢ 円滑な制度開始及び健診実施機関の質の確保の観点から、人間ドック補助実施機関は、日本人間ドック・予防医療学会／日本病
院会、日本総合健診医学会、全日本病院協会、全国労働衛生団体連合会が実施する第三者認証を取得していることを条件にす
るほか、特定保健指導の実施体制を有すること等を条件とします。

協会けんぽの健診体系の変更について



2

19

●制度変更後の健診体系図（令和９年度以降：被保険者・被扶養者共通）

◯ 令和８年度から、35歳以上の被保険者を対象に人間ドックに対する費用補助を実施するほか、生活習慣病予防健診の
一般健診について、新たに20歳、25歳、30歳を対象とします（胃・大腸がん検診の検査項目を除く）。

◯ 従来40歳から５歳刻みで一般健診に追加可能としていた付加健診について、一般健診及び付加健診の項目を統合し、
新たに「節目健診」を新設。また、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施。

◯ 令和９年度から、被扶養者を対象とした健診について被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防健診
と同等の内容に拡充する。なお、制度変更後の健診体系では被保険者と被扶養者の健診内容等は同一となりますが、現
行の被扶養者に対する特定健診については引き続き実施します。

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

35～39歳 40～74歳～19歳 20～34歳

一般健診（若年）

子宮頸がん検診

乳がん検診

節目健診

人 間 ド ッ ク

骨粗鬆症検診

肝炎ウイルス検査

健診の種類
受診対象者の年齢

特 定 健 診

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
等

一般健診

35歳以上の方（毎年受診可）

40歳、45歳、50歳、55歳、60
歳、65歳、70歳の方

20歳、25歳、30歳の方

35歳以上（毎年受診可）

20歳以上の偶数年齢の女性

40歳以上の偶数年齢の女性

40歳以上の偶数年齢の女性

一般健診を受診する方（過去に受けた方は除く）

40歳以上の被扶養者

※赤字が新設項目

協会けんぽの健診体系の変更について



2

20

●各健診の健診項目について

検査項目 人間ドック 節目健診
生活習慣病

検査項目 人間ドック 節目健診
生活習慣病

予防健診 予防健診

診察等

問診 ○ ○ ○

血液一般

赤血球数 ○ ○ ○

自覚症状 ○ ○ ○ 白血球数 ○ ○ ○

他覚症状 ○ ○ ○ 血小板数 ○ ○

身体計測
身長 ○ ○ ○ 末梢血液像 ○

体重 ○ ○ ○ MCV ○

ＢＭＩ・標準体重 ○ ○ ○ MCH ○

肥満度 ○ MCHC ○

腹囲 ○ ○ ○ CRP ○

血圧（収縮期/拡張期） ○ ○ ○ 血液型（ABO Rh） ◎

心拍数 ○ HBｓ抗原 ◎ ◎ ◎

視力 ○ ○ ○

腎機能

尿蛋白 ○ ○ ○

聴力 ○ ○ ○ 潜血 ○ ○ ○

脂質

総コレステロール ○ ○ ○ 尿沈渣顕微鏡検査 ● ○

空腹時中性脂肪 ○ ○ ○ 血清クレアチニン（eGFR） ○ ○ ○

随時中性脂肪 ■※※ ■※※ 心機能 心電図 ○ ○ ○

HDL-コレステロール ○ ○ ○
肺

胸部エックス線検査 ○ ○ ○

LDL-コレステロール ○ ▲ ▲ 喀痰細胞診 ⦿ ⦿

non-HDL-コレステロール※１ ○ ▲ ▲

呼吸機能

努力肺活量 ○

肝機能

AST（GOT） ○ ○ ○ １秒量 ○ ○

ALT（GPT） ○ ○ ○ １秒率 ○ ○

γ-GT（γ-GTP） ○ ○ ○ ％肺活量 ○ ○

ALP 〇 〇 〇 眼底検査 〇 〇 □

代謝系

空腹時血糖 〇 ▲ ▲ 眼圧検査 ○

随時血糖※２ ▲ ▲ 骨粗鬆症検診 骨密度 ◎ ◎

HbA1c ○ ▲ ▲ 胃 上部消化管エックス線検査※３ ○ ○ ○※

尿糖 ○ ○ ○ 腹部超音波検査 ○ ○

尿酸 ○ ○ ○ 大腸 免疫便潜血反応検査 ○ ○ ○※

総蛋白 ○ ○ 結果説明（医師が担うこと） ○

アルブミン ○ ○ 保健指導 ○

総ビリルビン ○ ○

オプション検査

上部消化管内視鏡 ◎ ◎ ◎

アミラーゼ ○ 乳房診察+マンモグラフィ ◎ ◎ ◎

LDH ○ 乳房診察+乳腺超音波検査 ◎

血液一般
ヘマトクリット値 ○ ○ ○ 婦人科診察+子宮頚部細胞診 ◎ ◎ ◎

血色素量（ヘモグロビン値） ○ ○ ○ PSA ◎

HCV抗体 ◎ ◎ ◎

○・・・・必須項目
〇※・・・20歳、25歳、30歳は検査項目に含まない
◎・・・・オプション項目または本人の申出により省略可の項目
●・・・・尿蛋白、潜血反応が陰性であれば省略可
▲・・・・いずれかの項目でも可
⦿・・・・50歳以上で喫煙指数が600以上であり、検査を希望する者に実施する項目
□・・・・医師の判断に基づき実施する項目
■※※・・やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合、随時中性脂肪により検査を行う

ことを可とする
※１・・・中性脂肪が400mg/dl以上や食後採血の場合、LDLコレステロールの代わりに

non-HDLコレステロールにより血中脂質検査を行うことを可とする
※２・・・食事開始後3.5時間以上経過していること
※３・・・本人の希望等により胃内視鏡検査に代えることができる

…人間ドックと節目健診・生活習慣病予防
健診とで実施要否に差異のある検査項目

生活習慣病予防健診・節目健診に追加（任意）で肝炎ウイルス
検査を実施する場合は、ＨＣＶ抗体検査、ＨＢｓ抗原検査
どちらも必須。

協会けんぽの健診体系の変更について

ぜひ
ご活用
ください！
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事業主・健康保険委員の皆さまへのお願いごと

 加入者の皆さまが健康な生活を続けていただくことが最も大切です。

特定保健指導等を利用することで、健康を増進し病気を予防すること、病気の予兆に気づくこと。

病気になった場合は重症化する前に早期に治療を受けることで健康な生活を送ることが可能とな

り、そのことが医療費の抑制にもつながります。

事業主・加入者の皆さま、健康づくりの推進にご協力ください。
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■ 健診・保健指導・早期受診の取組で

  加入者の皆さまの健康の保持増進を

■ 健康づくりの取組で将来の医療費の伸びを抑え

国民皆保険制度を持続可能なものに

最後に
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ご清聴ありがとうございました。
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